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令和６年度行政手続デジタル化推進業務委託 

業務仕様書 

 

１ 概要 

本仕様書は、三重県の「令和６年度行政手続デジタル化推進業務委託（以下「本委

託業務」という。）」の提案に関し、必要な仕様を定めるものである。 

 

２ 本委託業務の目的 

行政手続における、「必要な情報の入手に時間がかかる」、「手続を行う際に窓口

に出向く必要がある」、「何度も同じ書類の添付を求められる」といった不便さを解

消し、利用者の満足度を高めるとともに、職員が行う行政手続の事務処理等に対す

る業務負担軽減及び時間削減を図るため、行政手続のデジタル化を強力に推進す

る必要がある。 

本委託業務では、業務フローの見直しなどを行ったうえ、利用者が手続を行いや

すい申込様式等を整備する支援に取り組むことで、利用者及び職員の双方にとっ

て利便性のある、行政手続のデジタル化を推進することを目的とする。 

 

３ 業務委託名 

令和６年度行政手続デジタル化推進業務委託 

 

４ 履行期間 

契約日から令和７年３月２１日（金）まで 

 

５ 履行場所  

三重県津市 地内 他 

 

６ 本委託業務の内容 

本委託業務は、三重県の行政手続のデジタル化推進のため、BPR などの専門的な

知見から、業務フローの見直しの提案や技術的支援を、対象業務を担当する職員など

に対して行うものである。 

※ＢＰＲ（Business Process Re-engineering）：業務改革。業務を抜本的に見直し、劇的

にパフォーマンスを上げること。 

なお、行政手続のデジタル化にあたって用いる県の電子申請・届出システムは、以

下を活用することとし、保有する機能等を考慮して助言などを行うこと。 

【対象の三重県電子申請・届出システム】 

・e-TUMO APLLY（株式会社 NTTデータ関西） 

・LoGoフォーム（株式会社トラストバンク） 
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（１）デジタル化に向けた業務フロー見直しの提案 

本庁各課及び地域機関における各種申請・届出業務等を対象に、三重県であらかじ

め選定したデジタル化していない行政手続２０手続を対象に、最初に各対象手続担当

職員からヒアリングを行ったうえ、行政手続のデジタル化に向けた業務フローの見直

し提案やデジタルツールを活用した業務改善提案を、２０手続に対して行うこと。 

本業務を実施するにあたり、各対象手続担当職員と２回以上、対面又はオンライン

（Zoom）で打合せを実施し、具体的な助言や技術的支援を行うこと。 

 

①現状のヒアリング 

対象手続に関する一連の業務（申請・受付・処理・通知など）について、職員の内部

事務も含めて関係書類や情報の流れを調査するとともに、担当職員が抱える課題等

のヒアリングを行い、現状の業務フローを確認すること。 

 

②業務フロー見直し提案書の作成 

①で確認した業務フローに対して、他の自治体などの先行事例を参考に、デジタル

化を前提とした見直しを行い、業務フロー見直し提案書を作成し、契約担当課（デジタ

ル改革推進課）及び対象手続担当課に対して提供すること。 

なお、削減見込時間数または見込める成果等について、業務フロー見直し提案書に

記載をすること。 

書面での業務フローを単に電子化するのではなく、利用者の利便性の向上や行政

手続の簡素化の観点から業務フローを見直し、県の電子申請・届出システムの活用や

RPA等のデジタルツールの活用を踏まえた業務効率化の提案を行うこと。 

利用者に対する配慮から書面手続が残る場合、職員の内部事務の整流化の観点や、

AI-OCR等のデジタルツールの活用を踏まえた業務効率化の提案を行うこと。 

 

③電子申請フォーム作成等の支援 

②で提案した業務フローの実現に向け、電子申請・届出システムの受付フォーム作

成や、受付データ （CSVデータ等）を既存作業ファイルに関連づける作業等を職員が

作業するにあたり、必要な範囲で技術的支援を行うこと。 

 

④結果のとりまとめ 

20 手続に対する業務フロー見直し提案について、下記に示すカテゴリ等により類

型ごとに整理し、同種の手続をデジタル化する際に参考とするガイドラインとして取り

まとめ、実績報告書として令和７年３月２１日（金）までに提出すること。 
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・20手続の課題内訳 

カテゴリ 課題 手続数 

電子収納へ

の対応 

・電子申請及び電子収納を導入するにあたり、従来に代

わる新たな業務フローの確立 

・収入証紙での収納と混在する場合又は郵送料の電子収

納を導入した場合等における、業務負担軽減策の検討 

８ 

多様な手続

の整流化 

デジタル化した・あるいはデジタル化予定の手続（e-

TUMO APPLY又は LoGoフォームの活用又は Excel

様式のメール送付）及び従来の書面手続が混在する場合

における、最適な整流化を図った業務フローの実現 

１１ 

市町経由事

務 に 係 る

県・市町の

負担軽減 

市町が申請者の提出窓口となり、書面で受け付けた申請

書を県に提出する経由事務の手続について、県及び市町

の業務負担を増やさずにデジタル化を実現する手法の確

立 

１ 

        ※上記表のカテゴリ名及び手続数は、合計が 20 手続となる範囲内で、変

更する場合がある。 

 

（２）問い合わせ対応 

契約担当課及び対象手続担当職員から、本委託業務に係る問い合わせがあった場

合は、対応を行うこと。また、業務フロー見直し提案書提出後、デジタル化にあたり対

象業務担当者より相談等があれば対応を行うこと。 

なお、問い合わせ内容についての回答は、3営業日以内に行うこと。 

 

（３）報告書の作成、展開 

実証結果を取りまとめるとともに、既にデジタル化している行政手続の類型ごとの

改善手法等を取りまとめた実績報告書を作成すること。 

 

７ 実施計画書の提出 

本委託業務の受託者は、本委託業務の履行に当たり、あらかじめ実施体制及びスケ

ジュールなどを記載した実施計画書を提出し、三重県の承諾を得たうえで、実施計画

書に基づき、スケジュール管理を行うこと。なお、スケジュールを作成する際は、終了

予定日及び「８ 納品物件」に記載する納品物件の納入時期を記載すること。 

 

８ 納品物件 

以下の成果物を電子データにより１部ずつ提出すること。 

・実施計画書 

・行政手続２0手続の業務フロー見直し提案書 

・実績報告書 

・その他、三重県の指示により作成した資料 
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９ 支払い条件  

令和７年３月２１日（金）までに全ての業務を完了させ、検収後に委託費用を支払 

うこととする。 

 

10 その他注意事項 

（１）本業務について、契約書及び仕様書に明示されていない事項でも、その履行上当然

必要な事項については、受託事業者が責任を持って対応すること。 

（２）本業務の実施に要する費用は、すべて受託者の負担とすること。ただし、会議等に

使用する会場は、三重県又は取組に参画する県内市町が用意する。 

（３）受託事業者は、何人に対しても受託期間中又は受託期間終了後を問わず、業務上

知り得た秘密を漏らしてはならない。また、本業務で取得した個人情報の取扱いにつ

いては、別記「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守すること。 

（４）受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知った

ときは、速やかに契約担当課に報告し、契約担当課の指示に従うこと。 

（５）情報セキュリティ管理については、三重県の情報セキュリティポリシーや個人情報の

保護に関する法律、それぞれが独自に定める基準等のほか、関係法令、関係規定等を

遵守すること。 

（６）暴力団等排除措置要綱による契約の解除 

   契約締結権者は、受託者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除

措置要綱」（以下、「暴力団等排除措置要綱」という。）第３条又は第４条の規定により、

「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けたときは、暴

力団等排除措置要綱第６条の規定に基づき、契約を解除することができるものとす

る。 

（７）不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置 

   受託者は、契約の履行にあたって「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団

等排除措置要綱」第２条に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等（以

下、「暴力団等」という。）による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。 

  ① 断固として不当介入を拒否すること。 

  ② 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。 

  ③ 契約担当課に報告すること。 

  ④ 契約の履行において、工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じる恐れがある

場合は、契約担当課と協議を行うこと。 

なお、受託者が②又は③の義務を怠ったときは、暴力団等排除措置要綱第７条の

規定により、「三重県物件関係落札停止要綱」に基づく落札資格停止等の措置を講じ

る。 


